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公益財団法人 静岡県宅地建物取引業協会 東部支部 
支部長 藤田 昭一様 

富士市 上下水道部 生活排水対策課 
課長 髙橋 智太 

浄化槽管理者への説明のお願い（依頼） 

 
 日頃より、本市の浄化槽に関する業務にご理解とご協力を頂きありがとうございます。 
 さて、本市では、浄化槽が設置された建売住宅や中古住宅の購入者が、浄化槽管理者変更報告書などの届出
をしていなかったり、浄化槽の保守点検や法定検査が未実施で維持管理をしていなかったりすることが散見さ
れます。 
 このため、静岡県浄化槽協会などの関係団体と協力しながら、広報誌、ウェブサイトによる広報や、設置者
説明会の開催などで維持管理の周知を図っているところですが、宅地建物取引業者の皆様にもご協力いただき
たく、ウェブページを作成しました。 
 宅地建物取引で、建物を譲渡するなどして所有者が変わった場合、新しい所有者（浄化槽管理者）に維持管
理に係る説明をしていただきますようお願いします。 
 下記のページに、説明内容をまとめたチェックリストを掲載しました。 

必用に応じて順次更新していく予定です。 
お忙しいところ恐縮ですが、本ページを活用いただき、周知にご協力いただくよう何卒よろしくお願い申し

上げます。 
  
（市ウェブページ）浄化槽が設置された建物の販売に関わる業者の皆様へ 
https://www.city.fuji.shizuoka.jp/kurashi/c0405/rn2ola000004xa84.html 
 
ウェブページ 

 
下記ＱＲコードからも 
ご覧になれます。 

 
 
 

  
 
 
 
 

富士市 上下水道部 生活排水対策課 
担当 山田、中村 

電 話 0545-67-2850 
ファクス 0545-67-2897 

https://www.city.fuji.shizuoka.jp/kurashi/c0405/rn2ola000004xa84.html

